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濁
逸
レ

ン
テ
ン
銀
行
に
就
て

( 

) 

大

森

研

m二
五己

序
言
。
第
一
、
レ
シ
テ
ン
龍
行
の
起
視
と
設
達
。
第
一
一
、
レ
ン
テ
シ
担
行
の
某
礎
(
以
上
本
披
掲
載
)
。
第
=
一
、
持
分
債
務
者
に
封
ず
る
課
税
及
び
徴

枕
ロ
第
四
、
レ
ン
テ
ン
銀
行
の
棋
闘
。
第
五
、
レ
ン
テ
シ
銀
行
自
業
務
。
弟
穴
、
レ
シ
テ
ン
組
行
め
純
刺
盆
の
底
分
と
栂
野
の
斡
結
。
第
士
、
レ
シ

テ
ン
銀
行
に
闘
す
る
-
般
的
規
定
。
結
言
。

序

日

溺
逸
の
銀
行
貨
幣
制
度
の
一
一
議
は
既
に
一
九
一
四
年
長
の
萌
芽
を
愛
し
て
居
る
。
即
も
同
年
八
月
四
日
の
帝

国
仲
間
律
に
因
っ
て
、
濁
逸
品
刊
閥
銀
行
は
先
換
の
義
務
を
見
れ
、
畑
判
逸
馬
克
紙
幣
は
蕊
に
名
賀
共
不
換
紙
幣
ピ
な
っ

た
の
で
あ
る
。
其
後
政
府
が

E
額

ω戦
袋
ピ
強
算
の
不
足
己

ev長
期
確
定
五
官
僚
に
依
ら
?
、
五
ピ
[
τ
紙
幣
り
増

肱
閣
に
依
っ
て
補
足
せ
し
こ
正
。
前
帝
国
銀
行
総
裁

7
1
フ
品
ン
ス
タ
イ
ン
氏
の
馬
克
紙
幣
に
劃
す
る
楽
観
主
義
は

政
府
の
要
求
に
感
じ
て
盆
々
馬
克
紙
併
を
憤
品
目
せ

L
-
-
t
。
ク
1
ノ

1
内
閣
が

Y
1
Y
紛
守
守
全
然
紙
幣
後
行
の

手
段
に
依
つ

τ慮
理
せ
し
こ
ご
。
叉
一
方
、
戦
後
聯
盟
闘
の
要
求
す
る
賠
償
金
額
り
莫
大
な
る
こ

t
、
(
段
梯
分
、

三
十
三
億
七
千
宮
崎
金
貨
馬
克
)
。
商
船
並
に
海
外
に
於
け
る
濁
逸
の
企
業
が
波
牧
せ
ら
れ
し
た
め
、
海
外
に
於
け

る
湖
沼
の
受
取
勘
定
の
激
減
ゼ

L
こ
ご
。
工
業
地
帯
を
占
領
せ
ら
れ
し
結
果
囲
内
的
生
産
。
減
退
せ
し
こ

Z
。
向

設

苑

謂
建
レ
シ
テ
シ
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
巻

(
弘
一
焼
一
三
一
)

一



設

苑

調
議
レ
シ
一
ア
シ
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
巻

(
第
一
規
一
三
ニ
)

ほ
此
他
、
戦
後
各
闘
共
に
聡
入
税
率
を
引
き
上
げ
工
外
園
目
聞
の
総
入
の
防
相
泡
に
努
め
し
ご
、
原
料
品
時
入
の
困
難

、
己
快
之
ピ
は
、
獄
逸
の
貿
易
を
全
く
閉
塞
不
振
の
紋
賎
仁
陥
ら
し
め
た
こ

t
o
馬
克
の
下
落
は
物
債
u
A
ぴ
勢
貨
の

騰
貴
正
な
h
J
、
物
償
及
び
労
貨
の
騰
貨
は
夏
に
馬
克
紙
幣
の
培
法
を
促
し
て
盆
々
其
の
煩
鎚
を
低
下
せ
し
め
ね
こ

ご
。
比
機
に
采
じ

τ投
機
業
者
が
盛
ん
じ
馬
克
の
投
機
資
買
を
な
せ
し
こ
己
等
、
政
治
的
経
済
的
種
々
百
原
因
が

或
は
同
時
に
或
は
這
次
に
品
目
生
し
て
、
濁
逸
の
貨
幣
銀
行
制
度
を
盆
々
危
地
に
陥
れ
た
の
で
あ
る
。

期
〈
て
馬
克
紙
併
は
惨
落
に
重
ぬ
る
い
惨
落
を
以
て

L
、
借
地
に
一
九
て
三
年
十
一
月
二
十
一
日
に
は
米
食
一
弗

に
調
し
四
兆
二
千
百
億
馬
克
を
稽
へ
、
従
っ
て
生

T
る
物
債
の
勝
負
芭
不
安
定
ご
は
、
人
民
を
し
て
塗
炭
に
苦
し

め
、
暴
徒
は
白
書
肉
屋
刻
麺
屈
に
悶
入
L
て
掠
盗
を
行
ふ
に
至
h
J
、
帝
岡
銀
行
は
全
く
国
民
の
怨
府
己
化
L
た
の

で
あ
る
o

此
時
に
営
っ
て
奈
乱
せ
る
貨
格
制
度
を
破
滅
の
淵
よ
h
救
ひ
、
溺
れ
た
る
猫
逸
の
財
球
並
に
帝
国
銀
行

に
劃
し
て
藤
急
の
活
路
を
聞
か
ん
が
た
め
に
設
立
せ
ら
れ
た
の
が
卸
も
濁
逸
V

ン
ア

y
銀
行
(
ロ
ぽ
ロ
2門

R
F

同

Z
Eロ
宮
口
r)
で
あ
る
。

第

調
逸
レ
ン
テ
ン
銀
行
の
起
源

濁
逸
v
y
ア
Y

銀
行
は
濁
泡
囲
内
の
殆
ん
戸
」
全
般
に
亘
る
農
工
商
及
び
金
融
業
者
の
設
立
に
か
、
与
、
其
の
基

本
準
備
金
は
法
律
を
以
て
此
等
組
合
員
所
有
の
土
地
又
は
経
俸
に
課
し
た
る
土
地
債
務
並
に
債
務
謹
書
で
あ
る

が
、
並
(
の
組
織
内
容
を
逃
べ
る
前
に
少
し
〈
其
の
起
源
を
弦
へ
る
ご
、
元
来
土
地
を
以
て
貨
幣
後
行
の
基
磁
己
な

L
、
之
を
準
備
古
し
て
其
の
岡
田
値
を
代
表
す
る
紙
幣
を
後
行
せ
ん
正
す
る
企
は
相
官
に
古
〈
よ
b
存
す
る
。



曾
て
十
七
世
紀
の
末
葉
に
於
て
は
、
英
国

ω議
曾
は
或
る
特
穂
の
土
地
銀
行
を
認
許
し
、
其
の
銀
行
の
殺
行
せ

し
読
書
は
通
貨
ご
し
て
流
通
す
べ
き
も
の
芭
せ
ら
れ
、
又
貰
際
に
流
通
す
る
を
得
た
が
、
此
銀
行
は
暫
時
に
し
て

消
滅
に
蹄
し
た
。
亜
い
で
十
八
世
紀
の
初
日
闘
に
於
て
、
彼
の
有
名
な
る
ジ
ョ
ン

:
l
(
T
E
E
dこ
が
穏
々
の
計

4

置
を
策
じ
た
る
際
に
も
同
じ
く
叉
土
地
に
劃
す
る
此
稲
の
企
童
が
行
は
れ
、
土
地
の
債
格
を
査
定
L
、
主
(
の
領
格

に
劃
し
て
三
積
の
詮
券
を
後
行
す
る
組
織
を
立
て
ん
が
た
め
に
委
員
舎
を
組
織
し
、
之
に
依
っ
て
営
時
金
銀
貨
の

候
乏
し
た
り
し
不
便
を
補
は
ん
ご
し
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
計
査
は
賀
行
に
至
ら
守
し
て
止

A
r。
ジ
ヨ

y
-
w

ー
は
其
後
叉
側
関
西
に
於

τ此
に
類
似
の
計
霊
を
立
て
、
岡
家
の
保
護
の
下
じ
特
純
銀
行
を
設
立
L
、
土
地
に
依

っ
て
保
障
さ
れ
柁
る
詮
券
を
後
行
し
、
岡
家
の
財
務
を
も
取
扱
ふ
に
至
っ
た
が
、
ジ
ョ
ン

-
P
1
の
設
務
ご
共
に

此
等
の
も
の
も
崩
潰
に
蹄
し
て
了
っ
た
。
間
四
逸
仁
一
於

τは
七
年
戦
需
品
供
、
地
主
救
済
の
方
法
Z
し
て
、
伯
林
の
商

人
日
ュ

1
9
ン
グ

(EEm)な
る
者
が
、
ジ
ョ
ン
・
了
!
の
計
葺
仁
倣
っ
て
一
大
中
央
土
地
銀
行
設
立

ω案
を
立
て

た
が
、
此
の
提
案
は
フ

P
1ド
リ
ッ
ヒ
大
王
に
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
其
後
十
人
世
紀
の
筏
竿
(
一
七
六
九
年
入

月
二
九
日
)
に
於

τ、
シ
ュ
V

ジ
ヱ
州
に
土
地
金
融
機
関
(
巴
Z
F
E仏
切
れ
『
島

2
)
の
成
立
を
見
る
に
至
hJ
、
英
の
債

券
は
或
る
場
合
に
は
通
貨
の
代
用
を
な
し
た
。

悌
蘭
西
に
在
つ
て
は
彼
の
大
革
命
の
際
に
、
単
純
に
土
地
を
基
礎
己
し
て
紙
幣
の
殺
行
を
見
る
に
至
り
、
硬
貨

が
草
命
の
不
安
の
た
め
に
市
場
よ
b
姿
を
隠
す
に
至
b
し
結
果
ご
し

τ、
土
地
詮
祭
が
硬
貨
の
代
用
正
し
て
抵
嘗

詮
狩
の
性
質
を
以
て
後
行
せ
ら
れ
=
〉
昌
一
向
日
付
ω
コ
ご
抑
制
せ
ら
れ
た
。
此
の
〉
田
町
宮
山
首
は
五
分
割
刷
附
で
あ
っ
て
、

一
七
九

O
年
に
は
法
貨
ご
せ
ら
れ
た
が
、
濫
畿
の
結
果
漸
次
世
の
信
用
を
失
ふ
に
至
っ
た
。
斯
く
し
て
一
七
九
三

設

苑

濁
逸
レ
シ
テ
シ
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
巻

(
第
一
腕
一
三
一
ニ
)

= 
一一



話

燭品峰、
ν

ン
テ
ン
銀
行
に
就
い
で

第
十
九
巻

凹

第

雅

一
三
四
)

苑

同戸山口且釦汁内向】「
H
H
H
C
H
一釦
C
X

ご
稗
せ
ら
る
、
同
様
の
土
地
誇
券
を
後

年
に
は
政
府
は
之
セ
慶
し
て
、
其
の
代
り
に

行
し
た
。
雨
者
の
異
な
る
所
は
、
前
者
は
岡
有
地
の
買
得
に
際
し
て
通
貨
ご
し
で
用
ひ
ら
る
、
に
過
ぎ
ぎ
る
に
反

し
て
、
後
者
は
之
に
依
っ
て
所
持
者
が
直
ち
に
閥
有
地
の
所
有
を
得
る
も
の
ご
せ
ら
れ
た
織
に
在
る
。
然
れ
ど
も

此
の
改
正
も
何
の
殻
果
を
も
奏
せ
子
、
一
七
九
七
年
に
至
つ
て
は
此
紙
幣
は
凡
て
無
致
ご
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
O

(

目
上
、
判
田
博
士
著
農
業
純
済
事
五
七
λ
頁
五
八
二
頁
多
聞
)

了
抹
に
於
て
は
一
入
一
一
二
年
に
皇
帝
フ
ク

1
r
y
y
ヒ
第
六
世
が
、
奈
品
調
戦
争
の
結
果
死
地
に
陥
れ
る
丁
抹

ω

財
政
を
救
済
せ
ん
が
た
め
に
、
岡
内
の
凡

τの
士
地
に
劃
し
て
、
其
債
格
の
百
分
の
六
の
課
税
を
な
し
、
此
を
基

礎
記
し
て
紙
幣
を
後
行
す
る
い
丘
町
ω
Z
D
r
コ
(
帝
闘
銀
行
)
を
設
立
し
た
が
、
此
の
企
書
は
頗
る
功
を
奏

L
、
阪
に

五
年
後
の
一
入
一
八
年
仁
は

E
Z防止。

E
-
E
H】r
3
ご
な
り
、
能
く
丁
抹
の
経
憐
生
活
を
指
噂

L
て
今
日
に
至
う
た

の
で
め
る
。
(
註
)

(
註
}
丁
抹
は
奈
翁
戟
唱
ず
り
際
に
仰
蘭
固
に
加
擢
せ
し
た
め
、
奈
翁
亡
落
後
一
八
一
四
年
一
月
十
四
日
白
キ
ー
ル
白
嫡
利
節
約
に
依
ワ
て
ノ
l

ルウ

ェ
ー
を
瑞
典
に
、
へ
ル
ゴ
烏
を
英
闘
に
割
譲
せ
ざ
る
べ
か
ら
ぎ
る
に
至
り
、
其
白
領
土
田
約
五
分
自
四
量
失
ワ
た
。
殊
に
閑
職
叫
車
費
や
せ
し
英

大
な
る
職
費
の
た
め
に
園
席
の
枕
乏
を
車
た
暗
L
白
み
な
ら
ず
、
奈
翁
由
大
陸
封
鎖
は
丁
掠
白
貿
易
を
萎
微
不
援
な
ら
L
品
、
其
結
果
丁
捺
政
府

は
岡
家
破
産
を
宣
す
べ
き
か
、
或
は
貨
幣
組
関
量
全
〈
新
ら
し
い
高
礎
の
よ
に
置
(
べ
き
か
、
一
一
者
一
を
僻
ば
ざ
る
べ
か
ら
f
る
に
圭
ワ
た
の
で

あ
る
が
、
此
の
時
フ
リ
ー
ド
リ
山
フ
ヒ
六
世
が
窮
館
白
一
策
と
し
て
設
立
し
た
白
出

-
L
出
向
岳
山
口
て
.
で
あ
る
。
官
時
T
捺
の
貨
幣
銀
行
制
度
の
ま
時

間
、
財
政
組
抑
上
白
不
遇
白
地
位
目
会
〈
大
職
後
四
描
逸
に
穿
揮
す
る
も
白
で
あ
っ
た
。

濁
逸
に
於

τ今
回
設
立
さ
れ
た

v
y
-
-プ
V
銀
行
は
、
大
盤
に
於
て
其
の
範
を
此
の
丁
抹
の

同
日
間

ωr釦ロ
r
に
採
っ

vgL "Eine Rentenbank vor 110 Jahrcn，" Bcrliner Illustricste Z目 tung.

1923， Nr.羽田

J. Schoenthal "Rentenbcmk und Rentenrnark" I924. S. 1 ft'. 



た
の
で
あ
る
o

卸
も
ケ
l

v
紛
争
に
謝
す
る
失
政
に
由
っ
て
遂
に
桂
冠
の
や
む
な
き
に
至
っ
た

P
1
ノ

1
内
閣

(の

E
。
日
出
丹
庁
官
同
耳
目
自
内
閣
)
に
代
っ
て
立
っ
た
旦
ト

V
1
ゼ
マ
ン
(
印
可
2
0自
E
目
)
内
問
は
此
の
素
乱
せ
る

濁
逸
の
財
政
金
融
の
救
済
を
以
て
施
政
の
第
一
義
己
し
た
。
師
も
氏
は
組
閣
早
々
、
濁
逸
を
破
滅
よ
り
救
ふ
は
馬

克
の
安
定
を
圃
る
以
外
に
手
段
な
き
こ

zhτ
観
破
し
て
、
積
々
の
新
ら
し
き
財
政
政
策
を
樹
立
し
た
。

官
時
下
院
議
員
に
し
て
、
貨
幣
銀
行
論
の
大
家
た
る
へ

W

フ
ェ

9
ッ
ピ
(
出
巳
同
庁
ロ
r
r
)
氏
の
新
貨
幣
制
度
に
関
す

る
提
案
が
あ
っ
た
?
郎
、
も
氏
は
上
越
の
丁
抹
の
回
一

mmg与
の
制
度
を
参
酌
し
、
蛍
時
濁
逸
経
済
界
の
重
立
o
h
u

人
阜
の
保
障
の
本
に
一
つ
の
本
位
銀
行
を
設
立
し
、
之
に
は
一
方
農
業
及
び
茶
の
同
系
の
企
業
者
ご
、
他
方
商
エ

業
者
が
同
ヒ
割
合
に
参
加
し
、
裸
変
の
債
格
(
河
内
恒
常
ロ
宮
内
町
)
を
基
礎
正
し
て

E

問。四

m
g日
里
r.• 

ロ
ッ
グ
ン
馬
克

な
る
新
貨
幣
を
緩
行
し
、
以
て
貨
幣
贋
値
の
安
定
を
得
ん
ど
欲
し
た
。
而
L
て
氏
は
四
十
億
ロ
ッ
グ
ン
馬
克

ω銀

行
資
本
金
に
相
嘗
せ
し
め
る
た
め
に
、
説
明
明
額
智
一
九
一
三
年
の
軍
備
煉
張
税
の
際
に
評
定
さ
れ
た
財
産
額
格
の

百
分
の
五
正
せ
ん
芭
の
意
糟
で
あ
っ
た
。
然
し
氏
の
提
案
は
新
賃
餅
ロ
ッ
グ
ン
馬
克
の
基
礎
ご
し
て
周
ゐ
ら
る

る
、
問
。
問
問
伶
与
え
切
な
る
も
の
が
、
常
に
鎚
化
動
揺
す
る
も
の
な
る
を
以
て
、
本
位
貨
幣
を
投
機
的
濫
朋
の
危
険

に
置
〈
も
の
な
b
ご
の
理
由
の
下
に
政
府
の
採
用
す
る
所
ご
な
ら
な
か
っ
た
。

然
る
に
官
時
大
媛
大
臣
た
り
し
ヒ
U
F

プ

γ
1デ
イ

V

グ
(
出
己
申
三
吉
岡
)
氏
は
大
韓
に
於
て
へ
且

Y
7
z
p
ァ
ヒ
氏

の
提
案
に
基
き
、
=
同
o
m問
E
B民
rw-
の
代
り
に
ヱ
出
。
母
国
自
里
町
J
伊
-
採
用

L
、
叉
へ
エ

Y
フ

z
w
ノ
ッ
ヒ
氏
の
百
分

の
五
課
税
案
は
恐
ら
〈
市
場
に
徐
ち
に
多
〈
の
貨
幣
を
賢
し
、
通
貨
膨
脹
の
危
険
を
再
び
惹
起
す
べ
き
も
の
芭
な

し
、
約
或
拾
四
億
馬
克
の
銀
行
資
本
金
に
相
官
す
べ
〈
課
税
率
ケ
百
分
の
三
正
せ
ん
ご
欲
し
た
。
其
r

後

wy1タ
I

読

弗

五

濁
抱
レ
シ
一
ア
ン
担
行
に
就
い
て

第
十
九
番

(
第
一
一
揖

一
三
五
)
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詑

施

捕
逸
レ
ン
テ
シ
銀
行
に
就
い
て

弟
十
九
谷

(
第
-
競

-一一一六)

~ ，、

(
C
P司
)
が
大
蔵
大
臣
E
な

る

や

は

悌

蘭

西

革

命

賞

時

の

百円
E
E
E
K
M
に
似
通
へ
る
が
故
に
、
『
副
知
2
件。
D
E
2
r
.、
な
る
名
和
を
用
ゐ
、
叉
謀
枕
率
を
百
分
の
四
ピ
な
す
べ

し
ご
の
建
言
を
採
用
し
、
表
拾
或
億
v
y
-
プ
ン
馬
克
を
以
て
銀
行
の
基
本
準
備
金
ご
す
る
に
至
っ
た
。
新
〈
じ
て

一
九
二
三
年
一

C
月
一
コ
百
非
常
大
権
法
の
制
定
後
布
せ
ら
る
、
を
待
ち
、
之
に
基
き
て
同
年
同
月
一
五
日
獅
逸

V

ン
ア
ン
銀
行
設
立
法
の
一
公
布
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

R
R
]
W
O

品
。
回
日
号
ベ
.

R

〉
ωω山
田
吋
百
件
匂

叉
山

=
E
E
E
H

第
二
、

調
、
逸
レ
ン
テ
ン
銀
行
の
基
礎

濁
逸
v
y
-プ
ン
銀
行
の
設
立
正
法
的
基
礎

溺
逸
v
y
-
7
y
銀
行
は
濁
逸
帝
国
の
法
律
郎
も
一
九
二
三
年
一

O
月
一
一
二
日
の
非
常
大
権
法

間

ω
m
a
n
R
)
並
に
之
に
基
い
て
制
定
せ
ら
れ

L
同
年
一

O
月
一
五
日
の
濁
逸
v
y
ア
シ
銀
行
設
立
法
(
ロ
昂
〈
2
2
E

且

E
p
m
z『
日
庄
内
向
片
付

E
E
D問
岳
は
じ
内
己
目
白

2H
何
百
円

g
r仙
ロ

rH
同

gJ)

(
開
『
呂
町
山
内
町
仕
向
ロ
ロ

に
由
っ
て
設
立
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

が
、
此
他
同
年
一
一
月
一
七
日
及
び
同
年
一
二
月
一
七
日
に
制
定
畿
布
せ
ら
れ
た
濁
逸
v
v
-
7
y
銀
行
法
施
行
規

定
(
盟
。
巴
号
。
F
E
E
Z匂『
B
E
E
E
E
m
E
巳
号
巴
の
再
三
回
自
河
g
g
p
F山
口
昨
日
目
〕

EH・ロ
E

U
口
)
並
に
濁
逸
V

ン
テ

ン
銀
行
設
立
法
第
三
僚
に
基
き
創
立
者
に
依
っ
て
確
定
せ
ら
れ
た
濁
逸

V
Y
7
v
銀
行
の
定
款
(
印
丘

N
E問
ι
q

ロ
E
S
S
B
同

E
R
p
r
E
r
)
が
あ
る
。

然
し
濁
逸
V

ン
-7
ン
銀
行
は
濁
逸
政
府
の
設
立
せ
し
銀
行
で
は
な
い
。
其
の
創
立
者
は
、
濁
逸
経
済
界
の
代
表

者
帥
も
一
方
農
、
林
、
図
嚢
的
企
業
の
代
表
者
吉
、
他
方
商
、
工
、
銀
行
業
の
代
表
者
で
あ
っ
て
、
銀
行
の
管
業
、



管
理
、
役
員
の
任
命
等
に
就
い
て
は
、
何
等
政
府
の
干
渉
を
受
く
る
こ
Z
な
く
、
唯
織
裁
の
撰
任
及
び
定
款
議
頁

の
際
に
、
政
府
の
認
許
を
要
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

濁
逸

v
ン
ア
V

銀
行
の
法
律
上
の
性
質
は
一
一
胞
の
組
合
で
あ
っ
て
、
私
法
人
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
ぐ
m-

α7.> 
同

ロ

円

ロ

ロ

ハ

凶

曲

=

剛

山

『

〈

・

)

濁
逸
V
Y
7
v
銀
行
は
租
税
上
特
権
を
有
L
、
交
通
税
(
例
へ
ば
印
庁
自
百
一
ωω
件。
5
3
d
E
E
R且
何
百
円
等
)
を
除

〈
外
、
凡
て
帝
国
並
に
地
方
向
F
A旧
国
健
の
所
得
税
及
び
財
産
税
納
付
の
義
務
並
に
商
業
関
空
記
簿
に
四
世
話
す
る
の
義

-一
甲濁

逸
V

ン
ア
ン
銀
行
の
資
本
金
は
総
額
三
二
億

v
v
-プ
シ
馬
克
の
基
本
準
備
金
で
あ
っ
て
、
そ
の
竿
額
(
一
六

一億
V
Y
7
y
馬
克
)
は
農
、
林
、
園
襲
業
者
よ
り
、
他
の
竿
額
二
六
億
V
Y
7
y
馬
克
)
は
商
、
工
、
銀
行
業
岩

よ
り
蹄
拠
出
せ
ら
る
。
此
の
珠
出
は
彼
等
が
各
自
の
土
地
若
〈
は
経
管
に
負
謀
せ

ι一
品
、
持
品
川
債
務
を
承
認
す
る
さ

否
=
に
拘
ら
す
、
法
枠
に
依
っ
て
強
制
せ
ら
れ
て
ゐ
る
o

但
し
金
帝
国
に
謝
し
て
理
論
上
有
効
で
あ
る
べ
き
レ
ジ
一
プ
y
銀
行
設
立
法
が
、
ラ
イ
ン
一
ア
ン
ド
又
は

Y
1
戸
地

方
に
於
り
る
守
備
権
力
か
ら
も
事
質
上
認
容
せ
ら
る
、
か
否
や
の
問
題
に
就
い
て
は
、
今
一
備
は
末
解
決
で
あ
る

が
、
若
し
被
占
領
地
域
に
劃
L
て
認
容
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
銀
行
の
資
本
金
を
遁
嘗
額

e
に
け
低
減
せ
ざ
る
4

か

ら
ぎ
る
か
否
や
、
叉
溌
何
額
祇
減
す
べ
き
や
の
問
題
が
起
る
。
乍
去
、
此
の
三
二
一
億
馬
克
は
土
地
及
び
経
傍
を
非

務
を
免
除
さ
れ
て
ゐ
る
。

資

本

資
本
額

金

設

苑

調
怒
レ
シ
テ
シ
銀
行
に
就
い
で

第
十
丸
巷

(
第
一
一
蹴
一
三
七
)

= 
七



設

苑

調
迩
レ
ン
テ
ン
銀
行
に
就
い
で

第
十
九
巻

(
第
一
一
揖

一=一
λ
)

J、

常
に
低
〈
評
慣
し
た
時
の
額
で
あ
っ
て
、
賞
際
に
於
て
只
農
業
上
の
課
税
総
額
ご
し
て
生
じ
た
所
の
も
の
で
あ

h
、
且
つ
又
、
都
市
の
家
庭
所
有
者
並
に
該
銀
行
法
寅
施
後
に
新
に
設
立
せ
ら
れ
し
商
工
経
楼
者
も
、
同

ι〈
V

ン
ア
V

銀
行
の
持
分
債
務
者
た
ら

F
る
べ
か
ら
ゴ
る
が
放
に
、
銀
行
の
基
礎
輩
困
の
貼
に
於
て
は
何
等
顧
慮
す
る

を
要
し
な
い
の
で
あ
る
。

乙
資
本
構
成

は
土
地
債
務

2
2
E
R
E
-品
自
)
濁
逸

ν
ン
ア
ン
銀
行
は
農
、
林
、
園
事
業
者
の
側
か
ら
、
彼
等
の
銀
行

に
劃
す
る
参
加
義
務
よ
り
生
中
る
所
の
土
地
債
務
を
得
る
。
此
の
土
地
債
務
の
額
は
其
の
土
地
が
戦
前
(
一
九
一

三
年
)
軍
備
僚
張
税
(
君
。

r
z
E
q
)
徴
集
の
際
に
評
侵
せ
ら
れ
し
償
額
の
百
分
の
四
(
何
)
に
該
蛍
す
る
o

賓

際
に
於
て
は
一
九
二
三
年
八
月
一
一
日
の
経
笹
税
法
(
回
毎
日
o
g
ω
R
5
3問
自
自

R
)
に
出
品
土
地
課
税
が
遁
用
せ
ら
る

る
所
の
土
地
に
謝
し
て
君
。
宵
寸
E
・
tazmBの
百
分
の
四
を
負
課
し
て
ゐ
る
O

此
の
土
地
債
務
は
土
地
仁
劃
す
る
凡
て
他
の
課
税
に
優
先
L
、
v
y
-一7
y
銀
行
よ
ち
は
責
任
を
解
除
せ
ら
る
、

こ
さ
な
〈
、
五
筒
年
開
問
過
後
に
於
て
債
務
者
か
ら
解
除

t
得
ら
る
、
こ
ご
に
な
っ
て
居
る
。
但
し
債
務
者
は
金
若

〈
は
外
悶
貨
幣
を
銀
行
に
委
付
す
る
こ
さ
に
よ
っ
て
、
責
任
解
除
期
間
前
に
債
務
を
兎
か
れ
る
こ
ぜ
が
飽
き
る
。

(
ぐ
な
・
噛

N

巴
ロ

5
且
暗
主
ロ
ご

v
y
?
y
銀
行
は
此
の
土
地
債
務
に
基
き
、
各
債
務
者
の
土
地
の
強
制
管

理
又
は
強
制
競
貢
の
際
に
奉
加
債
権
者
ご
し
て
有
効
で
あ
り
叉
其
の
権
利
を
行
使
し
得
る
。

則
金
債
務
謹
書
(
。
。
E
R
F
Z
E
5
E
E
Eロ
m
S
)
商
、
工
、
銀
行
業
煮
も
亦
V

ン
ア
ン
銀
行
に
劃
し
て
農

林
、
関
襲
業
者
の
負
携
す
る
土
地
債
務
正
同
額

ω債
務
を
負
援
す
る
。
此
の
債
務
は
一
つ
山
代
償
金
で
あ
っ
て
、



商
、
工
、
銀
行
業
者
は
之
に
費
し
て
金
債
務
謹
書
を
振
出
す
こ
子
笠
要
す
る
。
若
し
彼
等
の
経
営
に
土
地
が
所
属

す
る
場
合
に
は
、
其
の
土
地
は
士
地
債
務
を
兎
削
れ
、
彼
等
は
其
の
終
答
財
産
の
標
準
に
従
っ
て
債
務
謹
書
を
振

出
す
ゃ
う
規
定
さ
れ
て
居
ゐ
O

(
ぐ
問
戸
山

U

〉

Z
N
E〕
F

Z足
掛
巳
ロ
ご
詳
細
は
次
章
に
譲
る
。

制
刺
息
文
一
拐
の
義
務
土
地
債
務
並
に
金
債
務
詮
書
は
年
六
分
(
旬
)
の
利
息
を
支
梯
ふ
こ
さ
を
要
す
o

利
息

の
支
排
時
期
は
毎
宇
年
町
も
四
月
一
日
及
び
十
月
一
日
ご
し
、
第
一
回
の
支
排
期
日
は
一
九
二
四
年
四
月
一
日
ご

す
。
此
の
利
息
は
金
基
礎
の
上
に
計
算
せ
ら
れ
、
そ
の
一
冗
本
ご
等
L
〈
金
拘
束
力
を
有
L
、
金
酬
明
値
に
従
っ
て

v

y

テ
ン
馬
克
を
以
て
支
掛
ふ
。
利
息
の
支
梯
期
間
は
一
週
間
ご
し
、
支
抑
場
所
は
債
務
者
所
管
の
財
務
署
ご
す
o

v
ン
ア
ン
銀
行
言
其
の
持
品
川
債
務
者
Z
は
会
〈
直
接
の
関
係
に
主
党
な

ν
。
蓋
し
土
地
債
務
並
に
金
債
務
読
書
の

振
出
及
び
徴
集
、
利
息
の
取
立
等
仁
闘
し
て
財
務
官
聴
の
中
介
あ
る
を
以
て
hv
あ
る
。

V

ン
ア
ン
プ
リ

1
y
(
河
内
同
母
ロ
『
同
町
民
)

濁
逸
V

ン
ア
ン
銀
行
は
法
律
に
由
っ
て
得
た
る
土
地
債
務
及
び
金
債
務
哨
証
書
を
保
障
ご
し
て
V
Y
7
y
プ
リ
ー

フ
を
振
出
す
。
此
の
レ
ジ
ア
ン
プ

7
1
フ
は
五

O
O金
馬
克
若
〈
は
英
倍
数
額
・
4
h
ノ成
h
、
年
五
分
(
切
)
の
刺
息

を
支
携
ふ
。
而
L
て
之
は
椴
A
T
レ

y
-
7
ン
銀
行
が
清
算
を
な
苫
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
が
如
き
こ
芭
ゐ
る
も
、

五
筒
年
間
は
其
の
責
任
を
解
除
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
o
V
V
4
7
y
銀
行
の
清
算
若
〈
は
破
産
の
場
合
に
於
て
、

v
y
ア
リ
ペ
7
F
l
プ
所
持
人
の
請
求
権
は
凡
て
他
の
債
権
に
優
先
し
、

V

ン
ア
ン
銀
行
が
土
地
債
務
並
に
金
債
務

詮
書
の
形
式
に
於
て
領
有
す
る
所
の
不
動
揺
的
資
本
に
劃
し
て
抵
営
権
を
設
定
す
る
o

郎
も
V

ン
ア
ン
プ

9
1
フ

は
法
律
上
抵
蛍
詮
券
Z
し
て
取
扱
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

V

ン
ア
ン
プ

P
T
フ
は
そ
が
保
障
た
る
土
地
債
務
及

設

苑

祖
語
レ
ン
テ
ン
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
巻

(
第
一
斑

一
三
九
)

九



設

苑

網
越
レ

y
テ
シ
銀
行
に
就
い
て

第
十
九
巻

(
第
一
銃
一
四
C
)

四
O 

び
会
債
務
詩
書
の
増
減
さ
共
に
棺
減
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
其
の
義
行
額
は
常
に
土
地
債
務
及
び
金
債
務
謹
書

の
綿
計
額
Z
一
致
す
る
こ
ど
を
要
す
る
o

四

v
y
ア
ン
銀
行
券
並
に
v
y
ア
ン
布

ν
ン
ア
ン
銀
行
は
そ
の
振
出
し
た
る

V
V
7
y
プ
p
l
y
を
基
礎
ご
し

τ、
同
額
迄
の

V
ン
-
7
V
銀
行
券
を
盛

行
し
得
る
。
俊
行
さ
れ
だ
る

v
v
-
一7
ン
銀
行
努
は
年
五
分
利
附
の

v
y
-
7
y
ブ

9
1
7
に
よ
っ
て
、
更
に
進
ん
で

は
ν
y
ア
ン
銀
行
の
不
動
格
的
財
産
た
る
土
地
債
務
及
び
金
債
務
詮
書
に
よ
っ
て
完
杢
に
保
障
さ
れ
る
。

V
ン
ア
ジ
銀
行
券
(
同

2
Rロ『阿見付
R
E
5
)
の
債
値
車
位
は
v
y
-
7
y
馬
克
(
同

B
Zロ
B
E
V乙
で
あ
っ
て
、
一

v
y
-プ
ン
馬
克
h
T
百
v
y
テ
ン
布
(
同
自
門
何
者
伊
国
民
間
)
に
R
T
っ。

v
y
-
プ
Y
布
は
貨
幣
銭
遣
に
関
す
る
布
達
に
準
し
て
一
、
二
、
五
、
一

O
、
及
び
五
O
V
Y
7
y
布
の
額
面
償

額
に
鋳
造
せ
ら
る
。
而
し
て
差
嘗
h
六
千
高
レ
ン
-
一
7
y
馬
克
の
布
貨
が
準
備
せ
ら
れ
た
が
、
此
の
額
は
濁
逸
政
府

芭
レ
ン
ア
ン
銀
行
ご
の
合
意
に
依
h
て
、
人
口
の
一
人
宛
り
勾
馬
克
に
相
官
す
る
所
の
一
億
五
千
蔦
v
v
-
一ア
Y

馬

克
圭
で
嵩
め
る
こ
ご
が
能
き
る
。

V

ン
テ
ン
布
は
v
y
-プ
ン
銀
行
貨
幣
(
】
山
富
甘
口
『

E
5
m
E
)
己
云
ム
よ
り
は
寧
λ
帝
国
貨
幣
(
問
。
山
岳
旬
開
m
注
)
ご
云

ふ
方
が
泡
常
で
あ
る
。
何
ご
な
れ
ば

v
v
T
ン
銀
行
は
車
な
る
俊
券
銀
行
で
ゐ
っ
て
、
貨
幣
鋳
遣
に
閲
す
る
権
利

を
賦
奥
き
れ

t
ゐ
な
い
。

V

ン
ア
ン
布
は
叉
V

ン
ア
ン
プ

7
1
ア
に
依
っ
て
保
障
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

誌
の
金
庫
は

V
ン
ア
y
銀
行
券
を
牧
受
す
ぺ
き
義
務
ゐ
る
も
、

v
y
t
7
y
銀
行
券
は
強
制
通
用
力
を
有
す
る
所

の
法
貨
で
は
な
い
O

(

註
)



(
註
)が

あ
る
o

Q

Z

同
げ
〈
)

レ
ン
テ
シ
銀
行
券
に
は
の
巴
昏

E
n
r
g
に
闘
す
る
規
定
並
に
出

E
r問
。
出
古
田
制
令
〉
t
m
-
u
N
V

曲
明
・
申
加
。
〉
宮
・
阿
国
白
適
用

一
定
額
以
上
(
五

O
O局
以
上
)
の

v
y
ア
y
銀
行
券
を
所
持
す
る
者
は
、
何
時
に
て
も
之
を
v
y
tア
y
銀
行
に

交
附
し
て
、
中
引
の
期
間
よ
り
利
息
一
炉
支
抑
は
る
、
所
の
V

ン
ア
ン
プ
リ

1
7
正
引
換
へ
る
ニ
ご
を
得
る
o

此
の
方

法
に
依
っ
て

V
Y
7
y
銀
行
に
謹
来
っ
た

v
y
-
y
y
馬
克
紙
幣
は
、
そ
の
針
煩
正
し
て

V
ン
ア
て
フ

9
1
7
が
再

ぴ
銀
行
に
遠
来
ら
、
さ
る
限
'
り
後
行
し
得
な
い
こ
ご
に
な
っ

τゐ
る
。
例
へ
ば
二
十
四
億
の

v
f
7
y
馬
克
紙
幣
が

後
行
せ
ら
れ
た
さ
す
る
な
ら
ば
、
之
が
保
障

Z
L
て
同
償
額
だ
け
の
V

ン
ア
Y

プ
7
1
7
が
銀
行
仁
保
有
さ
れ
て

あ
る
露
で
あ
る
。
今
若

L
、
四
億
券
面
額
だ
け
の

v
v
テ
y
oフ
WEE-7
が
V
Y
7
v
馬
克
紙
幣
に
引
換
ら
れ
た
ご

す
る
な
ら
ば
、
銀
行
は
そ
れ
だ
け
保
障
を
失
つ
柁
こ

Z
に
な
る
か
ら
、
同
額
の
V

ン
ア
ン
馬
克
紙
幣
は
之
を
後
行

す
る
こ
正
が
能
き
な
い
。
若
仁
支
那
要
具
の
快
乏
又
は
其
他
の
理
由
hr
ち
し
て
V

ン
ア
ン
プ
ηノ

I
フ
の
所
持
人
が

之
が
銀
行
の
手
に
還
来
、
り
た
時
初
め
て
そ
れ
吉
岡
額
の
V

ン
ア
ン
馬
克
紙
幣
が
再
び

そ
の
プ

y
1
フ
を
奇
H

出
し
、

市
場
に
其
の
姿
を
表
は
す
の
で
あ
志
。

V

ン
一
プ
ン
馬
克
の
計
算
僚
値
ご
し

τ
凶
h
q

レ
ン
ア
ン
馬
克
が
令
一
馬
克
の
田
明
、
債
を
有
す
る
は
、 同

日
芯
両
日
百
日
司
氏
口
町

O
E
が
用
ゐ
ら
れ
る
。

そ
の
保
障
の
形
式
及
び
方
法
に
困
る
の
で
あ
る
。

(
未
完
)

話

苑

掲
遁
ν
y
テ

y
銀
行
就
い
て

第
十
九
巻

(
第
一
旗

一
四
一
)

四


